
Tax update

昭和53年度の税制改正により導入された外国子会社
合算税制ですが、平成29年度税制改正により抜本的な
見直しが行われました。その中でも、ペーパー・カン
パニー等の規定の創設（＜図1＞②）と受動的所得の
範囲の拡大（＜図1＞⑦）が、実務的には最も影響が
大きいです。これらに加えて、令和元年度においても
大幅な改正が行われました（＜図2＞参照）。

1. 改正の概要
令和元年度の改正では、米国の連邦法人税率が35％

から21％に引き下げられたことを契機として、海外の
ビジネス上、一般的に用いられるペーパー・カンパニー
については、一定の要件を満たした場合には、当該税
制上のペーパー・カンパニーに該当しないこととされ
たほか、現地で連結納税やパススルー課税が行われる
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▶図1　平成29年度税制改正後の全体像
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② ペーパー・カンパニー／事実上のキャッシュ・ボッ
　クス／ブラックリスト国所在のもの

経済活動基準

⑤一定の要件を満たす航空機リース
会社の取扱い

⑤製造子会社に係る判定方法の整備

⑥関連者取引の判定方法の整備

B. 実体基準

A. 事業基準

C. 管理支配基準

D. 所在地国基準（下記以外の業種）

非関連者基準（卸売業など7業種）
主として関連者以外の者と取引を行っていること

主として所在地国で事業を行っていること

本店所在地国において事業の管理、支配および運
営を自ら行っていること

本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有
すること

主たる事業が株式の保有、IPの提供、船舶・航空
機リース等でないこと（※）

出典：財務省「平成29年度 税制改正の解説」を一部加工して作成
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外国関係会社の適用対象金額等の計算方法について整
備が行われました。

2. ペーパー・カンパニーの範囲から一定の外国関係会
社を除外

【改正の内容】
米国を含む幾つかの国では、商慣行等の理由により、
国内で事業を行う場合に、事業の遂行上欠くことので
きない機能ごとに事業体を細分化し、固定施設や人員
を有さない子会社にこれらの機能を担わせて事業を実
施することが一般的に行われています。こうした法人
について、常に租税回避リスクが高いものとみなすこ
とは必ずしも適当ではないと考えられます。
このため、こうした法人のうち、合算対象とならな
い子会社配当等が収益の大宗である外国関係会社や、
実体のあるビジネスに関して用いられている本店所在
地国の不動産や資源等を源泉とするものが収益の大宗
である外国関係会社など、現地の経済実体のある会社
と一体となって活動し、事業の遂行上欠くことのでき
ない機能を果たし、保有する資産や生ずる所得の状況
から租税回避リスクが限定的であると考えられる等の

一定の外国関係会社については、ペーパー・カンパ
ニーに該当しないこととする措置が講じられました。
なお、本改正は、実務上は租税負担割合が20％以上

30％未満の外国関係会社についてのみ適用され、租税
負担割合が20％未満の外国関係会社については、適用
はありませんのでご留意ください。
本改正前までは、実体基準及び管理支配基準のいず
れも満たさない外国関係会社はペーパー・カンパニー
と規定されていましたが、本改正により、これらの基
準を満たさない場合であっても、次ページ＜図3＞に
記載する5類型（大きく分けると1.～3.の3類型であ
り、細かく分類すると5類型あります）のいずれかに該
当すればペーパー・カンパニーに該当しないこととさ
れました。
各類型に応じて、除外要件の範囲や内容は異なりま
すが、おおむね次ページ＜表1＞の通りです。

次号の後編では、現地で連結納税やパススルー課税
を適用している外国関係会社の適用対象金額等の計算
方法などについて説明します。

▶図2　令和元年度改正における主な改正事項
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出典：財務省「令和元年度 税制改正の解説」を一部加工して作成
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ぺーパー・力ンパニーの範囲から、一定の外国関係会社を
除外
保険委託者特例等における一の内国保険会社による100％
保有要件の見直し（経済活動基準、金融機関特例の判定に
おいても同様）

キャッシュ・ボックスに一定の外国関係会社を追加

保険業における非関連者収入割合の計算上、
一定の再保険を関連者取引から除外

特定所得の金額に保険所得
を追加

適用開始時期
外国関係会社の平成31年4月1日以後に開始する

事業年度について適用
内国法人の平成31年4月1日以後に確定申告書等の

提出期限が到来する法人税について適用

基本的には、平成29年度改正の適用開始に
間に合うよう、内国法人の平成31年4月1日以後に終了す
る事業年度の合算課税（外国関係会社の平成30年4月1日
以後に開始する事業年度に係るものに限る）について適用
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▶図3　ペーパー・カンパニーの範囲から除外される一定の外国関係会社

▶表1　除外要件

1. 

2. 

3. 

 

B. 実体基準 
C. 管理支配基準 
D. 所在地国基準
または非関連者基準

A. 事業基準 

会社単位
の合算課税

会社単位
の合算課税

所得単位
の合算課税

適用開始

除外要件

内国法人の2019年4月1日以後に終了する
事業年度から

Ⅰ. 事業要件
Ⅱ. 不可欠機能要件
Ⅲ. 被管理支配要件
Ⅳ. 所在地国要件

Ⅴ. 課税要件
Ⅵ. 収入割合要件
Ⅶ. 資産割合要件
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本
改
正

対象外国関係会社

部分対象外国関係会社

特定外国関係会社（ペーパー・カンパニー等）

特定外国関係会社以外の外国関係会社

いずれかを満たさない

すべて満たす

経済活動基準 

実体基準も管理支配基準も満たさない

外国関係会社 持株割合＞50％

ペーパー・カンパニーの範囲からの除外対象
持株会社

不動産保有

資源開発等プロジェクト

である一定の外国関係会社

に係る一定の外国関係会社

①外国子会社の株式等を保有する外国関係会社………………………Ⅰ. Ⅵ. Ⅶ.
②特定子会社の株式等を保有する外国関係会社………………………Ⅰ. ～Ⅶ. 

①不動産会社である管理支配会社の事業に必要な
不動産（特定不動産）を有する外国関係会社………………………Ⅰ. ～Ⅶ. 

②管理支配会社が自ら使用する不動産（特定不動産）
を保有する外国関係会社………………………………………………Ⅰ. ～Ⅶ. 

……………Ⅰ. ～Ⅶ.に係る一定の外国関係会社

 

 

＞95％

＞95％

（注）要件の内容（事業要件における主たる事業、収入割合要件・資産割合要件における分子の項目等）は類型に応じて異なる
＊1　経済活動基準を満たす外国関係会社で、その本店所在地国において、その役員または使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通

常必要と認められる業務のすべてに従事しているもの
＊2　関連者以外の者への譲渡に限るものとし、一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡およびその譲渡を受けた株式

等を関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く

➡外国関係会社が存在しないとしたならば、管理支配会社の行う事業の継続に支障をきたすことになり、かつ、
　当該事業継続のために代替する機能が必要となること

Ⅰ．事業要件

Ⅱ．不可欠機能要件

Ⅲ．被管理支配要件

Ⅳ．所在地国要件
Ⅴ．課税要件

Ⅵ．収入割合要件

Ⅶ．資産割合要件

株式等の保有、不動産の保有、非関連者からの資金の調達および資金提供などが主たる事業で
あること

管理支配会社と同一国に所在していること
その所得がその本店所在地国で課税対象とされていること

対象となる外国関係会社が、管理支配会社＊1の行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果
たすこと 

• 対象となる外国関係会社の行う事業の管理、支配および運営（マネジメント業務）が 管理支
配会社によって行われること

• 対象となる外国関係会社の行う事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務（日々
の業務）のすべてが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員または使用人 によっ
て行われること

配当、株式譲渡対価＊2、預金利子、
 不動産譲渡対価、不動産貸付対価　等　

総収入金額

子会社株式、未収配当、未収利子、
現預金、不動産　等

総資産簿価
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